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ＴＡＣ制度について

ＴＡＣ制度の背景

●平成８年「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約 」が発効）
・排他的経済水域（ ）を設定EEZ
・沿岸国は自国の において水産資源の適切な保護管理措置を講じることが定められるEEZ

↓
●平成９年よりＴＡＣ制度の導入
・ 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」の施行「

排他的経済水域における水産資源について、我が国の主権ないし主権的権利を主張するためには、科学
的知見に基づき適切に管理することにより、その持続的利用を図る必要がある。

●平成３０年よりくろまぐろのＴＡＣ管理を開始→県計画の変更が必要

ＴＡＣとは

●漁獲可能量のこと（Ｔｏｔａｌ Ａｌｌｏｗａｂｌｅ Ｃａｔｃｈ の略）

●農林水産大臣により、最大持続生産量を実現することができる水準に資源を維持し又は回復させるこ
とを目的として、当該資源ごとの動向に関する事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし、当
該資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して定められる。

ＴＡＣ制度のねらい

●魚種ごとに１年間の漁獲の上限を定めることにより、資源の保存・管理を図ろうとするもの。

●一定の産卵親魚を保護し、再生産可能な資源を保ち、資源の持続可能な利用を目指す。

「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」ＴＡＣ制度のしくみ
※ 対象種
クロマグロ基 本 計 画
サンマ大臣 水産政策審議会の意見聴取
スケトウダラ

資 源 調 査 等
マアジ

マイワシ
魚 種 ご と の 漁 獲 可 能 量 （ＴＡＣ）

マサバ及びゴマサバ

スルメイカ
知事管理漁業に配分大臣管理漁業に配分

ズワイガニ

海区漁業調整委員会都道府県知事
の意見聴取漁業種類別に配分

漁業種類別に配分
都道府県計画

↑
大臣承認

漁 ＊採捕の数量等の報告 大
臣

業 ・
＊助言・指導・勧告 知

者 ＊採捕の停止等 事

認定

ＴＡＣ協定（保存及び管理のための取決め）

「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」都道府県計画とは？

●都道府県の知事が、基本計画に即して、基本計画の知事管理量に関し実施すべき施策に関する都道府
県の計画を定めたもの。

●都道府県の知事はＴＡＣ対象魚種に係る漁業の経営その他の事情を勘案して、毎年少なくとも一回、
都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

また、検討を行うに当たっては、都道府県の知事は関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければ
ならない。



１ 現行の県計画の骨子
○ 鳥取県に定められたＴＡＣ割当数量（知事管理量）及び実施すべき施策

魚種 管理量 実施すべき施策 備考

まあじ 若干 定置網漁業及び刺網漁業については、これらの現状の漁 知事許可漁業
獲努力量の総量を増加させることがないよう指導すると
ともに、漁獲の動向等の推移について注意を払うものと
する。

するめいか 若干 総トン数５トン未満の動力船により釣りによってするめ 自由漁業
いかを獲ることを目的とする漁業については、現状の漁
獲努力量を増加させることがないよう指導するととも
に、漁獲の動向等の推移について注意を払うものとする。

「若干」：都道府県知事は現状以上に漁獲努力量を増加させることがないようにするとともに、採捕の数

量が前年の採捕実績程度となるように管理する。

⇒過去の漁獲実績が 100t以上であるが、資源に対する圧力が小さいと認められる都道府県に対する配分。

２ 考慮される事項
○ 平成 30年知事管理量：

まあじ：「若干」（平成２９年知事管理量と同様（大臣が決定））
するめいか：「若干」（平成２９年知事管理量と同様（大臣が決定））

○ 管理の現状
・漁獲情報システム又は漁協からの報告により、まあじの月推移を把握。
・漁獲情報システムにより、まあじ、するめいかの漁獲量の年推移を把握。
・漁獲動向に注意しながら漁業許可。

○ 管理対象魚種の本県沿岸漁業による漁獲の状況
〔まあじ〕

平成 28 年の対馬暖流系群の漁獲量は 10.7 万トンで、資源量は中位増加傾向にある。
本県沿岸漁業では主に刺網で漁獲されており近年の漁獲量は 300 トン前後で推移してい
る。

〔するめいか〕
本種の我が国における秋期発生系群の平成28年の漁獲量は、2.6万トンで過去30年間で最低

の水準。漁場調査等の結果でも資源水準が低下しており、資源量は中位減少傾向と判断され
た。
本県では、小型いかつり漁業（許可漁業）により主に水揚げされる他、釣り漁業（5トン未

満：自由漁業）によって漁獲されている。本県の許可制の小型いかつり漁業（5トン以上）以
外の近年の漁獲量は50トン前後で推移している。

漁獲量（トン） H24 H25 H26 H27 H28 H29

まあじ 242 214 284 327 303 237
小型定置漁業 29 58 75 178 164 105
刺網漁業 192 90 113 52 65 43

するめいか 23 46 70 64 53 34
(5㌧未満一本釣り)

３ 検討結果

まあじ及びするめいかについては
現行の計画で問題なく、計画変更の必要なし



「鳥取県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画」新旧対照表  

 

改  正  後  改  正  前  

 

一  海洋生物資源の保存及び管理に関する

方針  

 １～５  略    

６  くろまぐろの保存及び管理に関する

方針は別に定める。  

 

７  第一種特定海洋生物資源以外の海洋

生物資源についても、引き続き資源管

理を推進するよう、従来からの資源管

理型漁業を推進していくこととする。  

 

８  海洋生物資源の適切な保存及び管理

を図るため、協定制度の活用等により

引き続き漁業者等による自主的な資源

管理を推進する。  

 

９  本県における漁獲可能量制度におい

ては、他県入漁者の採捕実績に妥当な

配慮を払うように努めることとする。  

  

二～四  略   

 

 

一  海洋生物資源の保存及び管理に関する

方針  

 １～５  略    

 

 

 

６  第一種特定海洋生物資源以外の海洋

生物資源についても、引き続き資源管

理を推進するよう、従来からの資源管

理型漁業を推進していくこととする。  

 

７  海洋生物資源の適切な保存及び管理

を図るため、協定制度の活用等により

引き続き漁業者等による自主的な資源

管理を推進する。  

 

８  本県における漁獲可能量制度におい

ては、他県入漁者の採捕実績に妥当な

配慮を払うように努めることとする。  

 

二～四  略   

 

 



鳥取県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画変更

平成２６年４月１日公表

一 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

１ 本県では、沿岸漁業として小型底びき網漁業、刺網漁業等が、沖合漁業として沖合底び

き網漁業、大中型まき網漁業、小型いか釣り漁業等が盛んであり、水産業は重要な産業と

なっている。

また、本県西部に位置する境港は日本海側最大の漁業基地であるとともに、水産物流通

加工の一大拠点となっている。

このように、水産業は本県の均衡ある発展を図るためにも極めて重要な産業であり、今

後とも水産業の発展を図っていくためには、海洋生物資源を適切に管理し、合理的に利用

していくことが必要である。

２ 本県の沖合海域は、寒暖両流が交錯していることから、多種類の魚介類が生息し、我が

国有数の漁場を形成しているが、漁獲対象である海洋生物資源の中には、低位水準にとど

まっているものや、資源水準が悪化しているものが見られる。

今後とも本県の水産業の健全な発展と水産物の安定供給を確保するためには、資源状況

に応じた適切な管理措置を継続的に実施する必要がある。

３ このようなことから、県としては従来から漁業の管理、資源管理型漁業の推進等、種々

の保存管理措置を講じてきたところであり、この結果、地先の資源を主体として多くの海

洋生物資源の保存及び管理が図られるようになってきているが、さらに海洋生物資源の適

切な保存及び管理を図るため、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画により決定

された漁獲可能量の都道府県別の数量について適切な管理措置を講ずることとする。

４ 漁獲可能量制度を適切に管理し、必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量の公表等、

実効力のある措置を講ずるため、他県入漁船を含めて第一種特定海洋生物資源の採捕実績

の的確な把握に努めることとする。

５ また、漁獲可能量について本県に定められた数量に係る管理を適切に行っていくために

は、これら海洋生物資源の分布、回遊状況、資源の内容、当該資源を取り巻く環境等につ

いてのより詳細な科学的デ－タ又は知見が必要であるため、当該デ－タの蓄積又は知見の

進展を図るため、県水産試験場を中心とし、国又は関係道府県との連携の下、資源調査体

制の充実強化を図ることとする。また、資源管理の充実を図るため、必要に応じて漁業管

理措置の強化を図ることとする。

６ 第一種特定海洋生物資源以外の海洋生物資源についても、引き続き資源管理を推進する

よう、従来からの資源管理型漁業を推進していくこととする。

７ 海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、協定制度の活用等により引き続き漁業

者等による自主的な資源管理を推進する。

８ 本県における漁獲可能量制度においては、他県入漁者の採捕実績に妥当な配慮を払うよ

うに努めることとする。



二 第一種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量について本県に定められた数量に関する事項

第一種特定海洋生物資源の知事管理量は以下のとおりである。

【まあじ】 １月から12月まで：若干

【するめいか】 ４月から翌年３月まで：若干

三 第一種特定海洋生物資源知事管理量に関し実施すべき施策に関する事項

【まあじ】

定置網漁業及び刺網漁業については、これらの現状の漁獲努力量の総量を増加させるこ

とがないよう指導するとともに、漁獲の動向等の推移について注意を払うものとする。

【するめいか】

総トン数５トン未満の動力船により釣りによってするめいかを獲ることを目的とする漁

業については、現状の漁獲努力量を増加させることがないよう指導するとともに、漁獲の

動向等の推移について注意を払うものとする。

四 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するために、より詳細かつ正確な資源状況の

把握が必要であることから、漁獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査・研究

の充実強化を更に進めることとする。



 

鳥取県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画第１の別に定める「くろまぐろ」について 

（第 4管理期間）（案） 

平成 30年６月 29日 公表 

 

第１ くろまぐろの保存及び管理に関する方針 

 １ 本県においては、くろまぐろは、曳き縄漁業や定置漁業を中心に漁獲され、本県にとって重要

な資源となっている。 

 ２ このため、くろまぐろの保存及び管理を通じて安定的で持続的な利用を図る観点から、国の

基本計画により決定された漁獲可能量のうち本県の知事管理量について本県の漁業の実態に応

じた適切な管理措置を講じることとする。 

 ３ 本県の知事管理量を適切に管理するためには、くろまぐろの採捕の数量を的確に把握する必

要があることから、採捕の数量の報告体制を整備し、適切な報告がなされるよう漁業者等の指

導・確認を行うものとする。併せて、採捕の数量が積み上がり本県の知事管理量に近づいた場合

は、この旨を直ちに公表するとともに、早期是正措置を講じるものとする。 

 ４ また、適切な管理を行っていくためには、くろまぐろの分布、回遊状況、当該資源を取り巻く

環境等についてのより詳細な科学的データ又は知見が必要であり、当該データの蓄積又は調査

研究の進展を図るため、県水産試験場を中心とし、国又は関係都道府県との連携の下、資源調査

体制の充実強化を図ることする。 

 ５ これらのほか、本県の知事管理量の遵守を図る観点から、海洋生物資源の保存及び管理に関

する法律（平成 8年法律第 77号。以下「法」という。）第 13条第 2項に規定される協定の締結

を図り、本県の管理措置と相まった漁業者による自主的な漁獲管理の取組を推進する。 

 

第２ くろまぐろの漁獲可能量について鳥取県の知事管理量に関する事項 

くろまぐろ 30キログラム未満の小型魚（以下「小型魚」という。）  1.6 トン うち 0.1 トンを留保する 

くろまぐろ 30キログラム以上の大型魚（以下「大型魚」という。） 1.0 トン うち 0.2 トンを留保する 

全国における小型魚又は大型魚の採捕の数量がそれぞれ我が国全体の漁獲可能量を超えるおそれ

が著しく大きいと認めて、農林水産大臣が当該数量を公表した場合は、本県の知事管理量が消化されて

いない場合であっても、その時点における本県の採捕の数量をもって、上表の本県の知事管理量とする。 

 

第３ くろまぐろの知事管理量に関し、採捕の種類別、海域別又は期間別の数量に関する事項 

  法第１３条第２項の規定に基づく本県知事の認定を受けた協定の締結により、定置漁業、曳き縄漁業

及びその他漁業は厳格な管理措置を実施する。 

 

第４ くろまぐろの知事管理量に関し実施すべき施策に関する事項 

  第２の知事管理量を遵守するため、以下の管理措置を講じるものとする。 



 

１ 緊急報告体制及び緊急管理措置について 

(１) 各漁業協同組合は急激な採捕の数量の積み上げに備え、下表に該当する場合は速やかに県に

一報の上、採捕の数量報告を行うものとする。 

漁業協同組合 漁業種類 報告基準 

鳥取県漁業協同組合 ・定置漁業 ・１か統／日当たり 100 キログラムを超える量の

採捕 

・曳き縄漁業 

・その他漁業 

・１隻／操業当たり 100キログラムを超える量の

採捕 

田後漁業協同組合 

中部漁業協同組合 

赤碕町漁業協同組合 

米子市漁業協同組合 

・曳き縄漁業 

・その他漁業 

・１隻／操業当たり 100 キログラムを超える量の

採捕 

 

(２) (１)の県への一報は下表の体制により行うものとする。 

漁業協同組合 漁業者の段階 漁業協同組合の段階 県 

鳥取県漁業協同組合 

 

・各漁業者から、

支所長に連絡※１ 

・支所長から、本所指

導部に電話連絡 

 

・漁協又は本所指導部

から県水産課にメー

ル/FAX連絡※2 

 

・県水産課は送信者に

受信連絡 

田後漁業協同組合 

中部漁業協同組合 

赤碕町漁業協同組合 

米子市漁業協同組合 

・各漁業者から、

販売担当者に連絡

※１ 

・販売担当者から組

合長に電話連絡 

 ※１ 各漁業協同組合は、上表の漁業者と漁業協同組合間の連絡網を整備するものとする。 

 ※２ 県は、上表の各漁業協同組合と県水産課間の連絡網（土日祝祭日、年末年始等の閉庁時の連

絡網を含む）を別に定めるものとする。 

 

(３) (１)の一報があった際、漁業者が取り組む緊急の管理措置は下表のとおりとする。また、県

は当該採捕の数量報告を受けた際に、以下の緊急の管理措置が実施されているかどうかを確認し、

必要な措置を行うものとする。 

漁業種類 緊急の管理措置 

定置漁業 ・当該漁業協同組合は所属組合員に対し大量入網があった旨の緊急連絡

をする。 

・本県の残枠が判明するまでの当面の間、漁業者は混獲時の生存個体の

放流、くろまぐろの入網時の網の開放及び臨時休漁を実施、漁業協同組

合は荷受けを自粛する。 



 

曳き縄漁業・その他

漁業 

・当該漁業協同組合から所属組合員に対し大量漁獲があった旨の緊急連

絡をする。 

・本県の残枠が判明するまでの当面の間、漁業者はくろまぐろを目的と

した操業の自粛、混獲時の生存個体の放流を実施し、漁業協同組合は荷

受けを自粛する。 

 

(４) 県全体の合計で１日原則 0.2トンを超える採捕の数量の報告があった際は、速やかに採捕の

数量を国に報告する。 

 

２ 採捕の数量の公表等について 

（１）県は法第８条第２項の規定に基づき、本県の採捕の数量が知事管理数量を超えるおそれがあると認

める場合として、本県の第２の数量の７割を超え、又はそのおそれがあると認める時点で、当該数量を公

表するものとする。 

 

（２）また、採捕の数量が我が国全体の小型魚若しくは大型魚別の漁獲可能量の７割を超え、又はそのお

それがあると認める時点で農林水産大臣から当該採捕の数量が公表される。この際、当該公表がされた

時点で本県の（１）の公表がされていない場合は、農林水産大臣の当該採捕の数量の公表をもって本

県の（１）の公表とする。 

 

３ 早期是正措置 

県は採捕の数量を公表した後、速やかに法第９条第２項の規定に基づく助言、指導又は勧告を内

容とする以下の早期是正措置を本県管内の漁業者等に対し講じるものとする。 

（１）第２の知事管理量の７割を超え、又はそのおそれがあると認めるとき。 

・曳き縄漁業及びその他漁業（定置漁業を除く）にあっては操業時間短縮又は操業回数（日数）抑

制の実施に努め、２キログラム未満の生存個体は放流する。 

・定置漁業にあっては生存個体の放流に取り組み 50 キログラム以上の漁獲が２日連続した場合、

１日間出漁を見合わせる。 

・これらの措置の実施を助言し、併せて、所属漁業協同組合に当該措置の履行確認を依頼する。 

 

（２）第２の知事管理量の８割を超え、又はそのおそれがあると認めるとき。 

・曳き縄漁業及びその他漁業（定置漁業を除く）は、操業時間短縮又は操業回数（日数）抑制の実

施に努め、くろまぐろの採捕は混獲のみとし、生存個体は放流する。 

・定置漁業にあっては混獲のみとし、生存個体の放流に取り組み 50 キログラム以上の漁獲が２日

連続した場合、２日間出漁を見合わせる。 

・これらの措置の実施を指導し、併せて、所属漁業協同組合に当該措置の履行確認を依頼する。 

 



 

（３）第２の知事管理量の９割を超え、又はそのおそれがあると認めるとき。 

・曳き縄漁業及びその他漁業（定置漁業を除く）は、くろまぐろを目的とした操業は自粛し、やむ

を得ない混獲の場合であっても生存個体は放流し、超過を確実に避けるために、１日１人１尾を

混獲採捕した時点で、当該日の全漁業者の操業は切り上げる。 

・定置漁業は、くろまぐろの採捕は混獲のみとし、生存個体は放流する。 

・これらの措置の実施を勧告し、併せて、所属漁業協同組合に当該措置の履行確認を依頼する。 

 

（４）遊漁（遊漁者及び遊漁船業者）の管理について 

 （ア）県は、管内の漁業者へ管理の取組を指導した場合は、管内の遊漁船業者に対しても同様の指

導を行うものとする。この場合、県は国に対し当該指導内容を速やかに報告するものとする。 

 （イ）特にプレジャーボート等を利用した採捕の実態が必ずしも明らかでないことから、県は国と

協力しつつ、釣り団体の各ホームページやテレビ等の媒体を通じて、くろまぐろの管理状況や漁

業者の取組への理解と協力を呼びかけるものとする。 

 

第５ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項〈採捕の停止命令〉について 

  県は、第２の知事管理量の９割を超えた時点で、法第 10 条第 2 項の規定に基づく採捕の停止命令を発

出する。また、農林水産大臣が我が国全体の小型魚若しくは大型魚の漁獲可能量を超えるおそれが著しく

大きいと認めて当該採捕の数量を公表した場合においても、その時点における本県の採捕の数量をもって

知事管理量に達したと見なされることから、当該公表の時点で、法第 10 条第 2 項の規定に基づく採捕の停

止命令を発出する。 

なお、遊漁者による採捕の数量も知事管理量に含むこととされているため、県が採捕の停止命令措置（法

第 10 条関係）を講じた場合は、本県の海面における遊漁者も、当該命令の対象となる。従って、県は管内

の遊漁者及び遊漁船業者についても、当該命令の対象となるとともに、本県管内の漁業者と同様の指導を

行うものとする。 

 



事 務 連 絡      

平成 30年６月１日 

 

 都道府県 くろまぐろ資源管理 担当者様 

 

水産庁 資源管理部 管理課 

                   資源管理推進室 広域資源管理推進班 

 

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第２項第６号に 

規定する都道府県別に定める数量の通知の遅延について 

  

「海洋性物資源の保存及び管理に関する基本計画第１の別に定める「くろまぐろ」につ

いて（第４管理期間）（平成 29 年 12 月 28 日公表）」の改正案については、海洋生物資

源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第 77号。以下「法」という。）第３条第

８項及び第９項において準用する第４項に基づき、平成 30年５月 31日に開催された水

産政策審議会第 88 回資源管理分科会において諮問第 300 号として審議され、別紙の内

容と変更することについて承認を得たところです。一方、承認にあたり、５月 31 日時

点では別紙の改正案は行政手続法に基づく意見募集の期間中ということもあり、意見募

集により配分の考え方等の内容に大きな変更があった場合には再度委員の意見を聞く

こと、文言の訂正等は会長一任とすることについて決定されております。 

 

このため、水産政策審議会資源管理分科会の正式な答申は意見募集後になるため、法

第３条第２項第６号に規定する都道府県別に定める数量について、法第９条で準用する

第５項に基づき都道府県知事へ通知する手続きは正式な答申後になる予定です。 

 

都道府県によっては、数量についての通知の前に海区漁業調整委員会が開催され、県

計画の諮問がなされるところもあると聞いておりますが、このような事情を考慮してい

ただき、各都道府県計画における数量については、法に則った手続きにより通知された

数字ではありませんが、「水産政策審議会了承の数字」として手続きを進めていただき

ますようよろしくお願いします。 

 

 当方の手続きの遅延によりご迷惑をおかけして申し訳ございません。 

 

【担当】 

水産庁 資源管理部 管理課 

 資源管理推進室 広域資源管理推進班長 

竹川 義彦 

TEL:03-6744-2361 FAX:03-5510-3397 

E-mail:yoshihiko_takekaw280@maff.go.jp 

 



平
成

3
0
年

５
月

3
1
日

 

海
洋

生
物

資
源

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
計

画
第

1
の

別
に

定
め

る
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
」

に
つ

い
て

の
新

旧
対

照
表

 
変

更
後

 
変

更
前

 
 

海
洋

生
物

資
源

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
計

画
第

１
の

別
に

定
め

る
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
」
に

つ
い

て
 

海
洋

生
物

資
源

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
計

画
第

１
の

別
に

定
め

る
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
」
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

第
４

管
理

期
間

）
 

平
成

2
9
年

1
2
月

2
8
日

公
表

 

平
成

3
0
年

○
月

○
日

一
部

改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

第
４

管
理

期
間

）
 

平
成

2
9
年

1
2
月

2
8
日

公
表

 

 

第
１

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
方

針
 

１
（

略
）

 

２
（

略
）

 

３
（

略
）

 

４
（

略
）

 

 

第
１

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
方

針
 

１
（

略
）

 

２
（

略
）

 

３
（

略
）

 

４
（

略
）

 

 

※
管

理
期

間
に

つ
い

て
 

管
理
期
間
 

沿
岸
漁
業
 

（
知
事
管
理
漁
業
）
 

沖
合
漁
業
 

（
大
臣
管
理
漁
業
）
 

第
１
管
理
期
間
 

平
成

2
7
（
2
0
1
5
）
年
１
月
１
日
か
ら

平
成

2
8（

2
0
1
6
）
年

６
月

3
0
日

ま
で

 

平
成

2
7
（
2
0
1
5
）
年
１
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で
 

第
２
管
理
期
間
 

平
成

2
8
（
2
0
1
6
）
年
７
月
１
日
か
ら

平
成

2
9（

2
0
1
7
）
年

６
月

3
0
日

ま
で

 

平
成

2
8
（
2
0
1
6
）
年
１
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で
 

第
３
管
理
期
間
 

平
成

2
9
（
2
0
1
7
）
年
７
月
１
日
か
ら

平
成

3
0（

2
0
1
8
）
年

６
月

3
0
日

ま
で

 

平
成

2
9
（
2
0
1
7
）
年
１
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で
 

第
４
管
理
期
間
 

平
成

3
0
（
2
0
1
8
）
年
７
月
１
日
か
ら

平
成

3
1（

2
0
1
9
）
年

3
月

3
1
日

ま
で

 

平
成

3
0
（
2
0
1
8
）
年
１
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で
 

 

※
管

理
期

間
に

つ
い

て
 

管
理
期
間
 

沿
岸
漁
業
 

（
知
事
管
理
漁
業
）
 

沖
合
漁
業
 

（
大
臣
管
理
漁
業
）
 

第
１
管
理
期
間
 

平
成

2
7
（
2
0
1
5
）
年
１
月
１
日
か
ら

平
成

2
8（

2
0
1
6
）
年

６
月

3
0
日

ま
で

 

平
成

2
7
（
2
0
1
5
）
年
１
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で
 

第
２
管
理
期
間
 

平
成

2
8
（
2
0
1
6
）
年
７
月
１
日
か
ら

平
成

2
9（

2
0
1
7
）
年

６
月

3
0
日

ま
で

 

平
成

2
8
（
2
0
1
6
）
年
１
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で
 

第
３
管
理
期
間
 

平
成

2
9
（
2
0
1
7
）
年
７
月
１
日
か
ら

平
成

3
0（

2
0
1
8
）
年

６
月

3
0
日

ま
で

 

平
成

2
9
（
2
0
1
7
）
年
１
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で
 

第
４
管
理
期
間
 

平
成

3
0
（
2
0
1
8
）
年
７
月
１
日
か
ら

平
成

3
1（

2
0
1
9
）
年
６
月

3
0
日

ま
で

 

平
成

3
0
（
2
0
1
8
）
年
１
月
１

日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で
 

 

 
(注

)
 沿

岸
漁

業
の

管
理

の
適

正
化

・
円

滑
化

の
観

点
か

ら
、

沿
岸

漁
業

の
第

４
管

理
期

間
は

平
成

3
0

年
７

月
１

日
か

ら

平
成

3
1

年
３

月
31

日
ま

で
の

９
か

月
間

と
す

る
こ

と
と

し
、

第
５

管
理

期
間

か
ら

は
沿

岸
漁

業
の

管
理

期
間

の
切

り

替
わ

り
時

期
を

３
月

か
ら

４
月

に
移

行
す

る
。
 

(
新
規
)
 

 第
２

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
動

向
に

関
す

る
事

項
 

平
成

30
（

2
0
1
8
）
年

に
I
S
C
が

行
っ

た
資

源
評

価
の

結
果

に
よ

る
と

、
親

魚
資

源
量

は
平

成
8（

1
9
9
6
）

年
か

ら
続

い
て

い
た

減
少

傾
向

に
歯

止
め

が
か

か
り

、
平

成
2
2
（

2
0
1
1
）

年
以

降
は

ゆ
っ

く
り

と
回

復
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
。

 

加
入

量
に

つ
い

て
は

、
上

述
の

I
S
C
資

源
評

価
の

結
果

に
よ

る
と

、
平

成
2
6
（

2
0
1
4
）

年
は

過
去

低
水

準
と

さ
れ

た
が

、
平

成
2
7
（

2
0
1
5
）

年
は

低
加

入
水

準
と

さ
れ

、
さ

ら
に

平
成

2
8
（

2
0
1
6
）

年
は

不
確

実
性

が
高

い
も

の
の

歴
史

的
平

均
値

を
上

回
る

水
準

と
推

定
さ

れ
た

。
ま

た
、
我

が
国

が
実

施
し

て
い

る
加

入
量

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
速

報
（

平
成

2
9（

2
0
1
7
）
年

1
0
月

及
び

12
月
）
に
よ

る
と

、

平
成

2
9
（

2
0
1
7
）

年
の

南
西

諸
島

海
域

生
ま

れ
の

加
入

量
と

日
本

海
生

ま
れ

の
加

入
量

は
、

共
に

、

こ
れ

ま
で

の
調

査
期

間
（

そ
れ

ぞ
れ

、
平

成
2
3
（

2
0
1
1
）

年
以

降
、

平
成

2
5
（

2
0
1
3
）

年
以

降
）

の

中
で

は
高

水
準

で
あ

る
可

能
性

が
高

い
。
な

お
、
I
S
C
に

お
い

て
は

、
加

入
量

は
、
資

源
評

価
の

範
囲

の
中

で
は

、
親

魚
資

源
量

と
の

明
確

な
相

関
は

見
ら

れ
ず

、
大

き
く

変
動

し
て

い
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 第
２

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
動

向
に

関
す

る
事

項
 

平
成

2
8
（

2
0
1
6
）

年
に

I
S
C
が

行
っ

た
資

源
評

価
の

結
果

に
よ

る
と

、
親

魚
資

源
状

況
は

平
成

8

（
1
9
9
6
）

年
か

ら
続

い
て

い
た

減
少

傾
向

に
歯

止
め

が
か

か
り

、
平

成
2
2
（

2
0
1
0
）

年
以

降
は

増
加

傾
向

に
あ

る
も

の
の

、
平

成
2
6
（

2
0
1
4
）

年
の

親
魚

資
源

量
は

依
然

と
し

て
歴

史
的

低
水

準
付

近

に
あ

る
。

 

加
入

量
に

つ
い

て
は

、
上

述
の

I
S
C
資

源
評

価
の

結
果

に
よ

る
と

、
平

成
2
6
（

2
0
1
4
）

年
は

極
め

て
低

水
準

で
あ

り
、

直
近

5
年

間
の

平
均

も
、

過
去

平
均

以
下

と
さ

れ
て

い
る

。
た

だ
し

、
平

成
2
9

（
2
0
1
7
）

年
1
0
月
の

加
入

量
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
速

報
に

よ
る

と
、

①
平

成
2
8
(
2
0
1
6
)
年

の
加

入
量

は
、

過
去

3
6
年

間
の

平
均

を
や

や
上

回
る

水
準

で
あ

り
、
②

平
成

2
9
(
2
0
1
7
)
年

の
南

西
諸

島
海

域
生

ま
れ

の
加

入
量

は
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
開

始
し

た
2
0
1
1
年

以
降

で
は

比
較

的
高

い
水

準
で

あ
る

可
能

性
が

高
い

。
な

お
、
I
S
C
に

お
い

て
は

、
加

入
量

は
、
資

源
評

価
の

範
囲

の
中

で
は

、
親

魚
資

源
量

と
の

明

確
な

相
関

は
見

ら
れ

ず
、

大
き

く
変

動
し

て
い

る
と

さ
れ

て
い

る
。

 



平
成

3
0
年

５
月

3
1
日

 

海
洋

生
物

資
源

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
計

画
第

1
の

別
に

定
め

る
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
」

に
つ

い
て

の
新

旧
対

照
表

 
変

更
後

 
変

更
前

 
 

 第
３

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
漁

獲
可

能
量

に
関

す
る

事
項

 

１
 
（

略
）

 

（
１

）
小

型
魚

の
漁

獲
可

能
量

は
、

平
成

1
4
（

2
0
0
2
）

年
か

ら
平

成
16
（

2
0
0
4
）

年
ま

で
の

平
均

漁

獲
量

の
50

パ
ー

セ
ン

ト
（

8
,
0
1
5
ト
ン

→
4
,
0
0
7
ト

ン
）
か

ら
、
大

型
魚

の
漁

獲
可

能
量

へ
振
替

し
た

数
量
（

2
5
0
ト

ン
）
及

び
大

臣
管

理
漁

業
の

第
３

管
理

期
間

の
超

過
数

量
（

2
3
.
3
ト

ン
）
を

減
じ

、
沿

岸
漁

業
に

つ
い

て
は

第
２

管
理

期
間

及
び

第
３

管
理

期
間

の
超

過
分

の
減

じ
管

理
期

間

を
9
か

月
間

と
す

る
こ

と
に

伴
う

按
分

等
を

行
い

、
算

定
し

た
数

量
（

3
,
1
3
8
.
7
ト

ン
）
と

す
る

。

な
お

、
こ

の
う

ち
配

分
を

留
保

す
る

数
量

を
2
3
9
.
2
ト

ン
と

す
る

。
 

（
２

）
大

型
魚

の
漁

獲
可

能
量

は
、

平
成

1
4
（

2
0
0
2
）

年
か

ら
平

成
16
（

2
0
0
4
）

年
ま

で
の

平
均

漁

獲
量

に
、
小

型
魚

の
漁

獲
可

能
量

か
ら

振
替

し
た

数
量
（

2
5
0
ト

ン
）
を

加
え

、
沿

岸
漁

業
に

つ

い
て

は
管

理
期

間
を

9
か

月
間

と
す

る
こ

と
に

伴
う

按
分

等
を

行
い

、
算

定
し

た
数

量
（

4,
6
8
7
.
6

ト
ン

）
と
す

る
。
な

お
、
不

確
実

な
漁

獲
量

の
拡

大
に

備
え

、
国

全
体

と
し

て
の

管
理

目
標

を
確

実
に

達
成

す
る

と
と

も
に

、
よ

り
早

期
の

資
源

回
復

の
た

め
、
大

型
魚

の
割

当
て

の
際

に
漁

獲
可

能
量

の
１

割
程

度
を

留
保

す
る

。
 

      

２
 
（

略
）

 

（
１

）
第

３
管

理
期

間
の

超
過

量
の

差
引

き
 

第
３

管
理

期
間

で
漁

獲
可

能
量

を
超

過
し

た
場

合
は

、
第

３
管

理
期

間
終

了
後

１
か

月
以

内
に

超
過

量
を

確
定

し
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
当

該
公

表
が

な
さ

れ
た

場
合

は
、
第

４
管

理
期

間
の

漁
獲

可
能

量
は

原
則

と
し

て
当

該
超

過
量

を
差

し
引

い
た

量
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

小
型

魚
/
大

型
魚

別
に

差
し

引
く

も
の

と
す

る
。

 

（
２

）
小

型
魚

か
ら

大
型

魚
へ

の
振

替
 

小
型

魚
の

漁
獲

可
能

量
か

ら
大

型
魚

の
漁

獲
可

能
量

へ
の

振
替

に
つ

い
て

協
議

が
調

っ
た

場

合
は

、
そ
の

内
容

を
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
当

該
公

表
が

な
さ

れ
た

場
合

は
、
第

４
管

理
期

間

の
漁

獲
可

能
量

は
当

該
振

替
を

反
映

し
た

量
と

す
る

。
 

（
３

）
第

３
管

理
期

間
で

獲
り

控
え

た
数

量
の

上
乗

せ
 

第
３

管
理

期
間

で
、
都

府
県
（
第

３
管

理
期

間
の

漁
獲

枠
が

0
.
1
ト

ン
の

都
府

県
ま

た
は

平
成

3
0
年

4
月

時
点

で
漁

獲
枠

の
残

量
が

1
ト

ン
未

満
の

都
府

県
は

除
く

）
の

沿
岸

漁
業

に
お

い
て

獲
り

控
え

を
行

い
漁

獲
可

能
量

よ
り

採
捕

数
量

が
少

な
い

場
合

は
、
第

３
管

理
期

間
終

了
後

１
か

月
以

内
に

漁
獲

可
能

量
と

採
捕

数
量

の
差

分
（

以
下

「
上

乗
せ

対
象

量
」

と
い

う
。
）

を
確

定
し

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。
当

該
公

表
が

な
さ

れ
た

場
合

は
、
都

府
県

の
第

４
管

理
期

間
の

漁
獲

可

能
量

は
、
上

乗
せ

対
象

量
を

加
え

た
数

量
を

上
限

と
す

る
が

、
加

え
る

数
量

は
漁

獲
可

能
量

を
超

過
し

た
道

県
の

第
４

管
理

期
間

か
ら

の
差

引
量

の
合

計
値

の
範

囲
内

に
お

い
て

調
整

し
、
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

第
１

種
特

定
海

洋
生

物
資

源
 

管
理

の
対

象
と

な
る

期
間

 
漁

獲
可

能
量

 

く
ろ

ま
ぐ

ろ
 

第
４

管
理

期
間

 
7
,8

2
6
.3

ト
ン
 

小
型

魚
 

第
４

管
理

期
間

 
3
,1

3
8
.7

ト
ン
 

大
型

魚
 

第
４

管
理

期
間

 
4
,6

8
7
.6

ト
ン
 

 

第
３

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
漁

獲
可

能
量

に
関

す
る

事
項

 

１
 
（

略
）

 

（
１

）
小

型
魚

の
漁

獲
可

能
量

は
、

平
成

1
4
（

2
0
0
2
）

年
か

ら
平

成
16
（

2
0
0
4
）

年
ま

で
の

平
均

漁

獲
量

の
50

パ
ー

セ
ン

ト
（

8
,
0
1
5
ト

ン
→

4
,
0
0
7
ト

ン
）

か
ら

、
大

型
魚

に
振

替
（

2
5
0
ト
ン

）

を
し

た
漁

獲
量
（
3
,
7
5
7
ト

ン
）
と

す
る

。
な

お
、
小

型
魚

の
漁

獲
可

能
量

の
う

ち
2
5
0
ト

ン
を

留
保

と
す

る
。

 

  （
２

）
大

型
魚

の
漁

獲
可

能
量

は
、

平
成

1
4
（

2
0
0
2
）

年
か

ら
平

成
16
（

2
0
0
4
）

年
ま

で
の

平
均

漁

獲
量

に
、

小
型

魚
か

ら
振

替
（

2
5
0
ト

ン
）

を
し

た
漁

獲
量

（
5
,
1
3
2
ト

ン
）

と
す

る
。
な
お
、

不
確

実
な

漁
獲

量
の

拡
大

に
備

え
、

国
全

体
と

し
て

の
管

理
目

標
を

確
実

に
達

成
す

る
と

と
も

に
、
よ

り
早

期
の

資
源

回
復

の
た

め
、
大

型
魚

の
割

当
て

の
際

に
漁

獲
可

能
量

の
１

割
程

度
を

留

保
す

る
。

 

       

２
 
（

略
）

 

（
１

）
第

３
管

理
期

間
の

超
過

量
の

差
引

き
 

第
３

管
理

期
間

で
漁

獲
可

能
量

を
超

過
し

た
場

合
は

、
第

３
管

理
期

間
終

了
後

１
か

月
以

内
に

超
過

量
を

確
定

し
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
当

該
公

表
が

な
さ

れ
た

場
合

は
、

第
４

管
理

期
間

の

漁
獲

可
能

量
は

当
該

超
過

量
を

差
し

引
い

た
量

と
す

る
。
こ

の
場

合
、
小

型
魚

/
大

型
魚

別
に

差
し

引
く

も
の

と
す

る
。

 

（
２

）
小

型
魚

か
ら

大
型

魚
へ

の
振

替
 

小
型

魚
の

漁
獲

可
能

量
か

ら
大

型
魚

の
漁

獲
可

能
量

へ
の

振
替

に
つ

い
て

調
整

が
整

っ
た

場

合
は

、
そ
の

内
容

を
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
当

該
公

表
が

な
さ

れ
た

場
合

は
、
第

４
管

理
期

間

の
漁

獲
可

能
量

は
当

該
振

替
を

反
映

し
た

量
と

す
る

。
 

（
新

規
）

 

        

第
１

種
特

定
海

洋
生

物
資

源
 

管
理

の
対

象
と

な
る

期
間

 
漁

獲
可

能
量

 

く
ろ

ま
ぐ

ろ
 

第
４

管
理

期
間

 
8
,8

8
9
ト
ン
 

小
型

魚
 

第
４

管
理

期
間

 
3
,7

5
7
ト
ン
 

大
型

魚
 

第
４

管
理

期
間

 
5
,1

3
2
ト
ン
 



平
成

3
0
年

５
月

3
1
日

 

海
洋

生
物

資
源

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
計

画
第

1
の

別
に

定
め

る
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
」

に
つ

い
て

の
新

旧
対

照
表

 
変

更
後

 
変

更
前

 
 

（
４
）

水
産

政
策

審
議

会
へ

の
報

告
 

（
１

）
か

ら
（

３
）

ま
で

の
規

定
に

よ
り

漁
獲

可
能

量
が

変
更

さ
れ

た
数

量
と

な
っ

た
場

合
、

水
産

政
策

審
議

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
３
）

水
産

政
策

審
議

会
へ

の
報

告
 

（
１

）
又

は
（

２
）

に
よ

り
漁

獲
可

能
量

が
変

更
さ

れ
た

数
量

と
な

っ
た

場
合

、
水

産
政

策
審

議
会

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

第
４

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
漁

獲
可

能
量

の
う

ち
指

定
漁

業
等

の
種

類
別

に
定

め
る

数
量

に
関

す
る

事

項
 

 

1
 

(
略

)
 

第
１

種
特

定
海

洋
生

物
資

源
 

指
定

漁
業

等
の

種
類

(
注

)
 

数
量

（
ト

ン
）

 

小
型

魚
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

 
1
,
5
0
0
 

近
海

か
つ

お
・

ま
ぐ

ろ
漁

業
及

び
遠

洋
か

つ
お

・
ま

ぐ
ろ

漁
業

 

3
8
.
9
 

 

東
シ

ナ
海

等
か

じ
き

等
流

し
網

漁
業

及
び

か
じ

き
等

流
し

網
漁

業
 

4
3
.
8
 

大
型

魚
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

 
3
,
0
6
3
.
2 

近
海

か
つ

お
・

ま
ぐ

ろ
漁

業
、

遠
洋

か
つ

お
・

ま
ぐ

ろ
漁

業
、

東
シ

ナ
海

等
か

じ
き

等
流

し
網

漁
業

及
び

か
じ

き
等

流
し

網
漁

業
 

1
6
7
 

 ２
 

漁
獲

可
能

量
の

改
定

に
よ

る
上

表
の

改
定

 

第
３

の
１

の
た

だ
し

書
に

よ
り

我
が

国
全

体
の

漁
獲

可
能

量
が

改
定

さ
れ

た
場

合
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

上
の

漁
業

種
類

別
割

当
量

の
表

を
改

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

３
 

超
過

量
の

差
し

引
き

と
小

型
魚

か
ら

大
型

魚
へ

の
振

替
に

よ
る

上
表

の
改

定
 

第
３

の
２

の
（
１

）
の

超
過

量
の

差
し

引
き

及
び

第
３

の
２

の
（
２

）
の

小
型

魚
か

ら
大

型
魚

へ
の

振
替

に
よ

る
漁

獲
可

能
量

の
変

更
に

応
じ

て
上

表
も

改
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 ４
 

漁
獲

可
能

量
を

超
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
の

上
表

の
改

定
 

(略
) 

 ５
 

配
分

量
の

移
譲

に
よ

る
上

表
の

改
定

 

(略
) 

 第
４

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
漁

獲
可

能
量

の
う

ち
指

定
漁

業
等

の
種

類
別

に
定

め
る

数
量

に
関

す
る

事

項
 

 

1
 

(
略

)
 

第
１

種
特

定
海

洋
生

物
資

源
 

指
定

漁
業

等
の

種
類

(
注

)
 

数
量

 

小
型

魚
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

 
1
,
5
0
0
ト
ン
 

近
海

か
つ

お
・

ま
ぐ

ろ
漁

業
及

び
遠

洋
か

つ
お

・
ま

ぐ
ろ

漁
業

 

6
2
ト

ン
 

 

東
シ

ナ
海

等
か

じ
き

等
流

し
網

漁
業

及
び

か
じ

き
等

流
し

網
漁

業
 

4
4
ト

ン
 

大
型

魚
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

 
3
,
0
6
3
.
2
ト

ン
 

近
海

か
つ

お
・

ま
ぐ

ろ
漁

業
、

遠
洋

か
つ

お
・

ま
ぐ

ろ
漁

業
、

東
シ

ナ
海

等
か

じ
き

等
流

し
網

漁
業

及
び

か
じ

き
等

流
し

網
漁

業
 

1
6
7
ト
ン
 

 ２
 

漁
獲

可
能

量
の

改
定

に
よ

る
上

表
の

改
定

 

第
３

の
１

の
た

だ
し

書
に

よ
り

漁
獲

可
能

量
が

改
定

さ
れ

た
場

合
に

は
必

要
に

応
じ

て
上

表
を

改
定

す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

３
 

超
過

量
の

差
し

引
き

と
小

型
魚

か
ら

大
型

魚
へ

の
振

替
に

よ
る

上
表

の
変

更
 

第
３

の
２

の
(1

)の
超

過
量

の
差

し
引

き
及

び
第

３
の

２
の

(2
)の

小
型

魚
か

ら
大

型
魚

へ
の

振
替

に
よ

る

漁
獲

可
能

量
の

変
更

に
応

じ
て

上
表

も
変

更
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

 

４
 

漁
獲

可
能

量
を

超
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
の

上
表

の
変

更
 

(略
) 

 

５
 

配
分

量
の

移
譲

に
よ

る
上

表
の

変
更

 

(略
) 

 第
５

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
漁

獲
可

能
量

に
つ

い
て

都
道

府
県

別
に

定
め

る
数

量
に

関
す

る
事

項
 

１
 
 
第
３

の
１

の
表

に
掲

げ
る

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

第
４

管
理

期
間

の
漁

獲
可

能
量

の
う

ち
、

都
道

府

県
別

に
定

め
る

数
量

（
以

下
「

都
道

府
県

の
配

分
量

」
と

い
う

。
）

は
、

次
表

に
定

め
る

と
お

り

と
す

る
。

 

 第
５

 
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
漁

獲
可

能
量

に
つ

い
て

都
道

府
県

別
に

定
め

る
数

量
に

関
す

る
事

項
 

１
 
 
第
３

の
１

の
表

に
掲

げ
る

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

第
４

管
理

期
間

の
漁

獲
可

能
量

の
う

ち
、

都
道

府

県
別

に
定

め
る

数
量

（
以

下
「

都
道

府
県

の
配

分
量

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

と
お

り
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。
 



平
成

3
0
年

５
月

3
1
日

 

海
洋

生
物

資
源

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
計

画
第

1
の

別
に

定
め

る
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
」

に
つ

い
て

の
新

旧
対

照
表

 
変

更
後

 
変

更
前

 
 

 （
１

）
小

型
魚

 

都
道

府
県

名
 

数
量

(
ト

ン
) 

漁
船

漁
業

等
の

広
域

管
理

 
数

量
(
ト

ン
) 

北
海

道
 

8
.
3
 
山

形
県

 
0
.
1
6
2
 

青
森

県
 

1
9
0
.
1
 
大

阪
府

 
0
.
1
 

岩
手

県
 

2
1
.
1
 
佐

賀
県

 
0
.
8
 

宮
城

県
 

2
1
.
6
 
大

分
県

 
0
.
5
 

秋
田

県
 

1
5
.
1
 
沖

縄
県

 
0
.
1
 

山
形

県
 

7
.
3
 

福
島

県
 

7
.
9
 

茨
城

県
 

1
6
.
6
 

千
葉

県
 

3
8
.
0
 

東
京

都
 

7
.
3
 

神
奈

川
県

 
2
4
.
8
 

新
潟

県
 

2
6
.
3
 

富
山

県
 

7
4
.
5
 

石
川

県
 

4
5
.
6
 

福
井

県
 

1
3
.
3
 

静
岡

県
 

1
9
.
9
 

愛
知

県
 

0
.
1
 

三
重

県
 

1
7
.
5
 

京
都

府
 

1
4
.
9
 

大
阪

府
 

0
.
1
 

兵
庫

県
 

1
.
8
 

和
歌

山
県

 
2
2
.
3
 

鳥
取

県
 

1
.
6
 

島
根

県
 

5
7
.
1
 

岡
山

県
 

0
.
1
 

広
島

県
 

0
.
1
 

山
口

県
 

8
0
.
8
 

徳
島

県
 

7
.
8
 

香
川

県
 

0
.
1
 

愛
媛

県
 

7
.
2
 

高
知

県
 

3
5
.
6
 

福
岡

県
 

4
.
0
 

佐
賀

県
 

0
.
8
 

長
崎

県
 

5
1
3
.
7
 

 (
新

規
) 



平
成

3
0
年

５
月

3
1
日

 

海
洋

生
物

資
源

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
計

画
第

1
の

別
に

定
め

る
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
」

に
つ

い
て

の
新

旧
対

照
表

 
変

更
後

 
変

更
前

 
 

熊
本

県
 

0
.
7
 

大
分

県
 

0
.
5
 

宮
崎

県
 

1
0
.
2
 

鹿
児

島
県

 
2
.
0
 

沖
縄

県
 

0
.
1
 

計
 

1
,
3
1
6
.
8
 

2
.
4
6
2
 

 

(
注

)
 
漁

船
漁

業
等

の
広

域
管

理
の

数
量

は
、

都
道

府
県

の
数

量
の

内
数

 
 

 （
２

）
大

型
魚

 

都
道

府
県

名
 

数
量

(
ト

ン
) 

漁
船

漁
業

等
の

広
域

管
理

 
数

量
(
ト

ン
) 

北
海

道
 

1
5
7
.
0
 
山

形
県

 
0
.
1
 

青
森

県
 

3
6
1
.
2
 
大

阪
府

 
1
.
0
 

岩
手

県
 

8
.
8
 
佐

賀
県

 
1
.
0
 

宮
城

県
 

4
.
8
 
大

分
県

 
1
.
0
 

秋
田

県
 

1
9
.
2
 

山
形

県
 

3
.
2
 

福
島

県
 

1
.
0
 

茨
城

県
 

1
.
0
 

千
葉

県
 

9
.
4
 

東
京

都
 

7
.
6
 

神
奈

川
県

 
1
.
0
 

新
潟

県
 

8
.
2
 

富
山

県
 

1
.
9
 

石
川

県
 

6
.
1
 

福
井

県
 

2
.
9
 

静
岡

県
 

3
.
6
 

愛
知

県
 

1
.
0
 

三
重

県
 

2
.
0
 

京
都

府
 

3
.
8
 

大
阪

府
 

1
.
0
 

兵
庫

県
 

1
.
0
 

和
歌

山
県

 
3
.
9
 

鳥
取

県
 

1
.
0
 

島
根

県
 

7
.
0
 

岡
山

県
 

1
.
0
 

広
島

県
 

1
.
0
 

山
口

県
 

4
.
8
 

 （
新

規
）

 

 



平
成

3
0
年

５
月

3
1
日

 

海
洋

生
物

資
源

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
計

画
第

1
の

別
に

定
め

る
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
」

に
つ

い
て

の
新

旧
対

照
表

 
変

更
後

 
変

更
前

 
 

徳
島

県
 

1
.
0
 

香
川

県
 

1
.
0
 

愛
媛

県
 

1
.
0
 

高
知

県
 

3
.
2
 

福
岡

県
 

1
.
2
 

佐
賀

県
 

1
.
0
 

長
崎

県
 

9
3
.
9
 

熊
本

県
 

1
.
0
 

大
分

県
 

1
.
0
 

宮
崎

県
 

1
.
0
 

鹿
児

島
県

 
1
.
4
 

沖
縄

県
 

1
.
6
 

計
 

7
3
2
.
7
 

3
.
1
 

 

(
注

)
 
漁

船
漁

業
等

の
広

域
管

理
の

数
量

は
、

都
道

府
県

の
数

量
の

内
数

 
 

２
 

漁
獲

可
能

量
の

改
定

に
よ

る
上

表
の

改
定

 

第
３

の
１

の
た

だ
し

書
に

よ
り

我
が

国
全

体
の

漁
獲

可
能

量
が

改
定

さ
れ

た
場

合
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

上
の

小
型

魚
大

型
魚

別
の

県
別

数
量

の
表

を
改

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 ３
 
超

過
量

の
差

し
引

き
、

小
型

魚
か

ら
大

型
魚

へ
の

振
替

及
び

第
３

管
理

期
間

で
獲

り
控

え
た

数

量
の

上
乗

せ
に

よ
る

上
表

の
改

定
 

第
３

の
２

の
（

１
）

の
超

過
量

の
差

し
引

き
、

第
３

の
２

の
（

２
）

の
小

型
魚

か
ら

大
型

魚
へ

の
振

替
に

よ
る

漁
獲

可
能

量
の

変
更

及
び

第
３

の
２

の
（

３
）
の

第
３

管
理

期
間

で
獲

り
控

え
た

数

量
の

上
乗

せ
に

応
じ

て
上

表
も

改
定

す
る

も
の

と
す

る
。
な

お
、
上

乗
せ

に
関

し
て

都
府

県
の

第
４

管
理

期
間

の
漁

獲
可

能
量

は
、
上

乗
せ

対
象

量
を

加
え

た
数

量
を

上
限

と
す

る
が

、
加

え
る

数
量

は

漁
獲

可
能

量
を

超
過

し
た

道
県

の
第

４
管

理
期

間
か

ら
の

差
引

量
の

合
計

値
の

範
囲

内
で

調
整

し
、

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 ４
 
漁

獲
可

能
量

を
超

え
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

の
上

表
の

改
定

 

第
３

の
１

の
表

に
掲

げ
る

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

第
４

管
理

期
間

の
漁

獲
可

能
量

を
超

え
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
、
直

ち
に

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。
当

該
公

表
が

な
さ

れ
た

時
点

で
、
上

表
の

配
分

量

が
消

化
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

、
上

表
の

配
分

量
は

当
該

公
表

時
点

の
採

捕
数

量
と

同
量

と
す

る
。
 

 ５
 
配

分
量

の
移

譲
に

よ
る

上
表

の
改

定
 

上
表

の
配

分
量

と
第

４
の

大
臣

管
理

漁
業

の
配

分
量

の
移

譲
に

つ
い

て
関

係
者

間
で

協
議

が
調

っ
た

場
合

は
、
農

林
水

産
大

臣
は

そ
の

内
容

を
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
当

該
公

表
が

な
さ

れ
た

場

合
は

、
上

表
の

配
分

量
は

当
該

移
譲

を
反

映
し

た
量

と
す

る
。

 

  

（
新

規
）

 

   （
新

規
）

 

     （
新

規
）

 

     （
新

規
）

 

       



平
成

3
0
年

５
月

3
1
日

 

海
洋

生
物

資
源

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
計

画
第

1
の

別
に

定
め

る
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
」

に
つ

い
て

の
新

旧
対

照
表

 
変

更
後

 
変

更
前

 
 

６
 
都

道
府

県
の

配
分

量
の

管
理

に
つ

い
て

 

都
道

府
県

は
当

該
都

道
府

県
の

配
分

量
を

以
下

に
よ

り
管

理
す

る
も

の
と

し
、

当
該

都
道

府
県

の

計
画

に
以

下
の

管
理

の
別

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
都

道
府

県
別

管
理

 

都
道

府
県

は
各

々
の

配
分

量
を

超
え

な
い

よ
う

、
当

該
都

道
府

県
で

管
理

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
配

分
量

で
は

資
源

管
理

法
第

４
条

第
２

項
第

３
号

に
基

づ
き

採
捕

の
種

類

別
、

海
域

別
又

は
期

間
別

に
数

量
を

割
り

当
て

て
管

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

 
  

こ
の

場
合

、
採

捕
の

種
類

別
は

、
漁

船
漁

業
と

定
置

漁
業

に
分

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

（
２

）
漁

船
漁

業
等

の
広

域
管

理
 

（
１

）
の

後
段

の
漁

船
漁

業
の

割
当

量
が

極
め

て
少

な
く

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
来

遊
状

況
に

応
じ

た
管

理
の

実
施

が
難

し
い

場
合

は
、

複
数

の
都

道
府

県
で

漁
船

漁
業

の
割

当
量

の
合

計
値

を
共

同

し
て

管
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

こ
の

場
合

、
都

道
府

県
の

判
断

に
よ

り
、

定
置

漁
業

も
含

め
て

広
域

管
理

を
行

う
こ

と
も

可
能

と
す

る
。

 

（
削

る
）

 

    （
３
）

漁
船

漁
業

等
の

広
域

管
理

の
割

当
量

の
変

更
 

都
道

府
県

は
漁

船
漁

業
等

の
広

域
管

理
で

割
り

当
て

た
数

量
を

変
更

す
る

場
合

は
直

ち
に

国
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

報
告

が
あ

っ
た

場
合

、
国

は
、

当
該

変
更

を
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。

当
該

公
表

が
な

さ
れ

た
場

合
は

、
漁

船
漁

業
等

の
広

域
管

理
の

都
道

府
県

の
合

計
数

量
は

当
該

変

更
を

反
映

し
た

量
と

す
る

。
 

（
４

）
・（

５
）（

略
）
 

２
 
都

道
府

県
の

配
分

量
の

管
理

に
つ

い
て

 

都
道

府
県

は
当

該
都

道
府

県
の

配
分

量
を

以
下

に
よ

り
管

理
す

る
も

の
と

し
、
当

該
都

道
府

県
の

計
画

に
以

下
の

管
理

の
別

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
都

道
府

県
別

管
理

 

都
道

府
県

は
各

々
の

配
分

量
を

超
え

な
い

よ
う

、
当

該
都

道
府

県
で

管
理

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
配

分
量

で
は

資
源

管
理

法
第

４
条

第
２

項
第

３
号

に
基

づ
き

採
捕

の
種

類

別
、

海
域

別
又

は
期

間
別

に
数

量
を

割
り

当
て

て
管

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

 
  

こ
の

場
合

、
採

捕
の

種
類

別
は

、
漁

船
漁

業
と

定
置

漁
業

に
分

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

（
２

）
漁

船
漁

業
等

の
広

域
管

理
 

（
１

）
の

後
段

の
漁

船
漁

業
の

割
当

量
が

極
め

て
少

な
く

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
来

遊
状

況
に

応
じ

た
管

理
の

実
施

が
難

し
い

場
合

は
、

複
数

の
都

道
府

県
で

漁
船

漁
業

の
割

当
量

の
合

計
値

を
共

同

し
て

管
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

こ
の

場
合

、
都

道
府

県
の

判
断

に
よ

り
、

定
置

漁
業

も
含

め
て

広
域

管
理

を
行

う
こ

と
も

可
能

と
す

る
。

 

（
３

）
定

置
漁

業
の

共
同

管
理

 

定
置

漁
業

は
漁

場
に

網
を

設
置

し
て

魚
の

来
遊

を
待

ち
受

け
る

漁
法

で
あ

り
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

来
遊

状
況

が
年

々
で

著
し

く
異

な
り

、
回

遊
す

る
く

ろ
ま

ぐ
ろ

が
ど

の
地

域
の

網
に

入
る

か
予

測

困
難

で
管

理
の

実
施

が
難

し
い

場
合

は
、

複
数

の
都

道
府

県
で

定
置

漁
業

の
割

当
量

の
合

計
値

を

共
同

し
て

管
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

（
４
）

漁
船

漁
業

等
の

広
域

管
理

又
は

定
置

漁
業

の
共

同
管

理
の

割
当

量
の

変
更

 

都
道

府
県

は
漁

船
漁

業
等

の
広

域
管

理
又

は
定

置
漁

業
の

共
同

管
理
で

割
り

当
て

た
数

量
を

変

更
す

る
場

合
は

直
ち

に
国

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
報

告
が

あ
っ

た
場

合
、

国
は

、
当

該
変

更

を
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
当

該
公

表
が

な
さ

れ
た

場
合

は
、

漁
船

漁
業

等
の

広
域

管
理

又
は
定

置
漁

業
の

共
同

管
理

の
都

道
府

県
の

合
計

数
量

は
当

該
変

更
を

反
映

し
た

量
と

す
る

。
 

（
５
）
・（

６
）（

略
）
 

 第
６

・
７

（
略

）
 

 

第
６

・
７

（
略

）
 

 










